
特
別
受
益
と
遣
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

〔
前
回
の
ま
と
め
〕 目

次

一

は

じ

め

に

二
評
価
基
準
時
が
問
題
と
な
る
四
つ
の
場
合

三
現
物
的
平
等
主
義
と
価
値
的
平
等
主
義

け
特
別
受
益
の
持
戻
し
方
法
の
変
遷

⇔
遣
留
分
減
殺
を
受
け
た
贈
与
・
遺
贈
物
の
返
還
方
法
の
変
遷

四
価
値
的
乎
等
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
の
評
価
基
準
時

日
持
戻
し
財
産
の
評
価
基
準
時

⇔
現
実
に
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産
の
評
価
基
準
時
（
以
上
＝
三
巻
一
号
）

〔
前
回
の
ま
と
め
〕

回
遣
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
の
評
価
基
準
時

同
価
額
弁
償
額
算
定
の
た
め
に
減
殺
を
受
け
た
目
的
物
の
評
価
基
準
時

五

私

見

（

以

上

本

号

）

ー
評
価
基
準
時
を
中
心
と
し
て
|
|
＇

千

藤

四一

特
別
受
益
と
遺
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察
（
ニ
・
完
）

（
二
五
三
）

洋



の
価
額
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
日
民
法
一

0
四
一
条
）
。

第
三
二
巻
第
二
号

（
二
五
四
）

本
稿
は
、
相
続
人
間
の
実
質
的
衡
平
化
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
特
別
受
益
の
持
戻
し
と
遺
留
分
減
殺
の
両
制
度
を
主
と
し
て

評
価
基
準
時
と
い
う
面
か
ら
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
特
別
受
益
財
産
が
現
物
で
持
戻
さ
れ
た
り
、
遺
留
分
減
殺
を
受

け
た
財
産
が
現
物
で
返
還
さ
れ
る
な
ら
ば
、
評
価
基
準
時
は
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
共
同
相
続
人
間
の
衡
乎
も
完
全
に
は
か
れ
る

と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
現
物
交
換
か
ら
価
値
交
換
へ
と
発
展
し
て
き
た
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
取
引
の
法
的
安
定
が
極
め
て
強

く
要
請
さ
れ
、
金
銭
的
処
理
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
最
優
先
さ
せ
て
い
る
の
で
、
相
続
財
産
の
分
割
に
際
し
て
も
、
そ
の
物
的
構
成

の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
自
由
に
価
値
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
続
人
間
の
衡
乎
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
際
に
、
相
続
財
産
を
あ

る
時
点
で
金
銭
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
評
価
基
準
時
の
求
め
方
に
よ
っ
て
は
相
続
人
間
に
不
公
平
を
生
じ
か
ね
な
い
。
贈
与

時
か
ら
相
続
開
始
時
ま
で
、
あ
る
い
は
相
続
開
始
時
か
ら
遣
産
分
割
時
ま
で
の
時
間
的
経
過
が
長
期
に
亘
る
ほ
ど
、
評
価
基
準
時
（
贈
与

時
、
相
続
開
始
時
、
遣
産
分
割
時
、
等
）
を
い
ず
れ
に
求
め
る
か
に
よ
り
共
同
相
続
人
間
に
利
害
得
失
の
差
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
共
同
相
続
人
が
被
相
続
人
の
遺
産
を
実
際
に
取
得
す
る
ま
で
に
は
、
わ
が
民
法
上
、
主
に
四
つ
の
遺
産
の
評
価
甚
準
時

が
問
題
と
な
り
う
る
。
ま
ず
第
一
に
、
特
別
受
益
が
あ
る
場
合
、
特
別
受
益
者
の
具
体
的
相
続
分
算
定
の
た
め
に
、
持
戻
し
贈
与
並
び
に

相
続
開
始
時
の
財
産
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
日
民
法
九

01―
一
条
）
。
第
二
に
、
現
実
に
分
割
の
対
象
と
な
る
遺
産
を
評
価
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
遣
留
分
侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
に
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
日
民
法
一

0
二
九
条
。
な
お
、
こ
の
基
礎
財
産
は
、
わ
が
国
の
場
合
、
相
続
開
始
時
の
財
産
の
価
額
に
贈
与
財
産
の
価
額
を
加
え
、

そ
こ
か
ら
債
務
額
を
控
除
し
て
算
定
す
る
か
ら
、
三
つ
の
財
産
の
評
価
が
必
要
で
あ
る
）
。
第
四
に
、
遺
留
分
減
殺
請
求
が
な
さ
れ
た
場

合
、
返
還
義
務
者
は
減
殺
を
受
け
る
限
度
で
目
的
物
の
価
額
を
弁
償
し
、
現
物
返
還
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
際
に
、
目
的
物

関
法

四
四



四

特
別
受
益
と
遺
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

一
年
法
も
、
こ
う
し
た
傾
向
を
維
持
し
て
い
る
。

殺
に
服
す
る
物
の
返
還
方
法
が
ま
ず
最
初
に
問
題
と
な
っ
て
き
た
。

つ
ま
り
、

四
五

一
九
六
一
年
法
に
よ
り
、
価

一
八
六

0
年
代
か
ら
の
産
業

一
八

0
四
年
の
立
法
時
に
は
、

フ
ラ
ソ
ス
で
は
、
特
別
受
益
を
現
物
ま
た
は
価
額
（
具
体

特
別
受
益
の
持
戻
し
並
び
に
遺
留
分
減
殺
の
両
制
度
の
源
流
と
い
わ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
わ
が
国
と
同
様
、
右
の
四
つ
の
場

合
の
評
価
基
準
時
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

相
続
財
産
の
細
分
化
を
促
進
し
、

た
と
こ
ろ
に
、

し
か
し
、

フ
ラ
ソ
ス
で
は
こ
れ
ま
で
、
評
価
基
準
時
を
論
じ
る
に
先
立
っ
て
、
持
戻
し
や
減

的
に
は
差
引
き
）
の
い
ず
れ
で
持
戻
す
か
と
い
う
持
戻
し
方
法
と
、
遣
留
分
の
減
殺
を
受
け
た
贈
与
・
遺
贈
物
を
現
物
ま
た
は
価
額
の
い

ず
れ
で
返
還
す
る
か
と
い
う
返
還
方
法
が
一
八

0
四
年
の
民
法
典
制
定
以
降
、
常
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
も
共
同
相
続
人
間
の
徹
底
し
た
衡
乎
化
に
役
立
た
せ
よ
う
と
す
る
た
め
に
現
物
的
平
等
主
義
＇
~

分
割
の
対
象
と
な
っ
た
相
続
財
産
を
現
物
分
配
す
る
こ
と
ー
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、

資
本
主
義
の
興
隆
と
と
も
に
、
相
続
財
産
、
と
り
わ
け
農
業
用
経
営
資
産
の
細
分
化
が
生
産
性
の
低
下
を
も
た
ら
し
、
対
諸
外
国
と
の
競

争
力
と
い
う
面
で
、
国
民
経
済
上
極
め
て
問
題
と
な
り
、
結
局
、
農
業
用
経
営
資
産
の
細
分
化
防
止
の
た
め
に
、
現
物
的
平
等
主
義
か
ら

価
値
的
平
等
主
義
ー
ー
＇
分
割
の
対
象
と
な
っ
た
相
続
財
産
を
そ
の
物
的
構
成
の
如
何
を
問
わ
ず
に
自
由
に
価
値
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

相
続
人
間
の
衡
平
化
を
は
か
る
も
の
ー
ー
ヘ
の
移
行
と
い
う
現
象
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
価
値
的
平
等
主
義
が
立
法
に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
九
三
八
年
二
月
法
及
び
六
月
命
令
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
後
、

値
的
乎
等
主
義
が
農
業
経
営
資
産
の
み
な
ら
ず
、
資
産
の
細
分
化
防
止
の
た
め
に
中
小
企
業
経
営
資
産
に
も
拡
大
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
七

フ
ラ
ソ
ス
で
は
、
相
続
財
産
の
細
分
化
防
止
と
い
う
一
連
の
動
き
と
同
時
に
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
(
-
七
八
九
年
）
時
以
来
の
相
続
人

間
の
衡
平
化
と
い
う
理
念
追
求
の
動
き
が
あ
る
。
両
者
を
妥
協
も
し
く
は
調
整
す
べ
く
努
力
が
一
般
法
で
あ
る
民
法
の
中
で
払
わ
れ
て
き

フ
ラ
ソ
ス
の
遺
産
分
割
法
の
―
つ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
評
価
甚
準
時
は
、
細
分
化
防
止

（
二
五
五
）



割
時
で
の
財
産
評
価
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
、

一
九
七
一
年
法
で
よ
う
や
く
結
着
が
つ
い
た
。

一
九
七
一
年
改
正
法
の
趣
旨
は
、
イ
ン
フ

と
こ
ろ
が
、

産
・
不
動
産
の
い
ず
れ
も
贈
与
時
に
評
価
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
受
贈
者
は
、
贈
与
時
で
評
価
さ
れ
た
受
贈
物
の
価
額
を

け
る
価
額
で
評
価
し
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
例
外
的
に
相
続
開
始
時
で
評
価
し
て
価
額
持
戻
し
に
服
せ
し
め
た
。
動
産
は
、
贈
与
時
か
ら

使
用
に
よ
り
価
値
の
低
下
を
き
た
し
、
し
か
も
譲
渡
の
可
能
性
が
高
い
の
に
比
し
て
、
不
動
産
は
贈
与
時
か
ら
価
値
が
高
騰
す
る
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
動
産
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
判
例
が
、
有
体
動
産
の
み
な
ら
ず
一
八

0
四
年
立
法
後
に
大
量
に
生
じ
た

有
価
証
券
等
の
無
体
動
産
に
つ
い
て
も
贈
与
日
で
評
価
し
た
の
で
、
贈
与
時
か
ら
相
続
開
始
時
な
い
し
は
分
割
時
ま
で
の
価
額
の
上
昇
分

を
特
別
受
益
者
が
取
得
す
る
こ
と
に
な
り
、
分
割
の
価
値
的
平
等
を
損
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
続
人
間
の
衡
乎
を
犠

牲
に
し
て
も
、
農
地
の
細
分
化
防
止
等
、
贈
与
財
産
の
経
済
的
効
率
化
を
計
る
た
め
に
一
九
三
八
年
二
月
法
、
同
六
月
命
令
法
で
、
動

遺
産
分
割
時
に
持
戻
せ
ば
よ
い
の
で
、
安
ん
じ
て
資
本
の
投
下
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
訳
で
あ
る
。

一
九
三
八
年
の
改
正
法
は
、
共
同
相
続
人
間
の
衡
乎
を
著
し
く
損
な
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
当
時
の
貨
幣
価
値
の

慢
性
的
な
下
落
の
繰
返
し
が
輪
を
か
け
て
、
こ
の
不
公
乎
感
を
増
幅
さ
せ
た
。
第
二
次
大
戦
後
、

フ
ラ
ソ
ス
民
法
典
改
正
委
員
会
は
、
分

し
か
し
、

①

贈

与

財

産

フ
ラ
ソ
ス
革
命
前
の
フ
ラ
ン
ス
古
法
で
は
、
持
戻
し
に
服
す
る
贈
与
財
産
は
、
遣
産
分
割
時
に
評
価
さ
れ
て
い
た
。

一
八

0
四
年
立
法
は
、
贈
与
財
産
を
動
産
と
不
動
産
に
区
別
し
、
動
産
に
つ
い
て
は
価
額
持
戻
し
に
服
せ
し
め
て
贈
与
時
に
お

け
持
戻
し
財
産
の
評
価
基
準
時
（
仏
民
法
八
六

0
条）

を
相
続
人
間
に
如
何
に
分
配
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
拠
る
。

第
三
二
巻
第
二
号

理
念
の
追
求
の
結
果
生
じ
て
く
る
価
値
的
平
等
主
義
に
お
い
て
、
相
続
人
間
の
衡
平
化
の
調
整
手
段
と
し
て
大
き
な
役
割
が
担
わ
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。

関
法

つ
ま
り
、
評
価
基
準
時
を
論
じ
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
評
価
の
対
象
と
な
っ
た
財
産
価
額
の
上
昇
分
も
し
く
は
下
降
分

四
六

（
二
五
六
）



（二）
こ。t
 

特
別
受
益
と
遣
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

是
認
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

価
は
分
割
時
に
行
な
わ
れ
る
と
判
示
し
て
通
説
を
斥
け
た
。

四
七

一
九
七
一
年
法
も
、
明
文
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
が
、

生
じ
た
時
、
す
な
わ
ち
相
続
開
始
時
と
解
し
て
き
た
が
、
破
毀
院
は
、

一
九
七

0
年
七
月
一
六
日
判
決
で
、
持
戻
し
に
服
す
る
遺
贈
の
評

基
準
時
も
明
規
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、

な
か
っ
た
。

(2) 
レ
等
の
経
済
情
勢
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
受
贈
者
・
受
遺
者
の
地
位
の
安
定
と
、
共
同
相
続
人
間
の
実
質
的
な
衡
乎
化
を
は
か
る
も
の

で
あ
っ
た
。
持
戻
し
に
服
す
る
財
産
に
限
っ
て
い
え
ば
、
遺
産
分
割
時
で
評
価
し
た
価
額
を
持
戻
さ
せ
る
こ
と
、

分
割
前
に
譲
渡
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
譲
渡
時
の
価
額
を
、

遣
産
分
割
時
で
評
価
し
て
持
戻
さ
せ
る
こ
と
な
ど
に
改
正
理
念
が
生
か
さ
れ
て
い
る
（
現
仏
民
法
八
六

0
条
）
。
な
お
、
金
銭
の
贈
与
に
つ

一
九
七
一
年
法
は
、
贈
与
時
の
額
を
そ
の
ま
ま
持
戻
さ
せ
（
こ
の
点
は
一
八

0
四
年
立
法
と
同
じ
）
、
金
銭
が
他
の
財
産
取
得

に
使
用
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
取
得
財
産
の
分
割
時
に
お
け
る
価
額
を
持
戻
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
（
現
仏
民
法
八
六
九
条
）
。

遺
贈
財
産

ま
た
贈
与
財
産
が
遣
産

さ
ら
に
受
贈
者
が
新
た
な
財
産
を
取
得
し
て
い
た
な
ら
ば
、

一
八

0
四
年
立
法
で
は
全
て
価
額
持
戻
し
に
服
せ
し
め
ら
れ
た
が
、

現
実
に
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産
の
評
価
基
準
時
（
現
仏
民
法
八
三
二
条
八
項
）

そ
の
新
財
産
を

そ
の
評
価
基
準
時
は
明
規
さ
れ

一
八
九
八
年
法
は
、
原
則
と
し
て
、
遺
贈
を
持
戻
し
の
対
象
か
ら
は
ず
し
た
（
遣
贈
は
受
遣
者
へ
の
特
別
の
恩
恵
で
あ
る
と

い
う
理
由
に
基
づ
く
）
。
例
外
と
し
て
、
遺
言
者
が
反
対
の
意
思
を
表
明
し
た
場
合
に
は
持
戻
し
が
課
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
場
合
の
評
価

フ
ラ
ン
ス
の
通
説
は
、
贈
与
規
定
を
類
推
適
用
し
、
遺
贈
の
評
価
基
準
時
を
遺
贈
が
効
力
を

一
九
七

0
年
判
決
を

以
上
、
結
局
、
持
戻
し
に
服
す
る
財
産
は
、
現
在
で
は
、
贈
与
・
遺
贈
に
か
か
わ
り
な
く
、
遺
産
分
割
時
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

一
八

0
四
年
立
法
は
、
分
割
対
象
財
産
の
評
価
基
準
時
に
つ
い
て
明
文
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
。
こ
の
当
時
は
、
相
続
開
始
時
か
ら
遺

（
二
五
七
）

遺
贈
財
産
は
、

い
て
は
、



フ
ラ
ン
ス
で
の
議
論
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

よ
り
、
農
業
用
財
産
等
の
優
先
承
継
の
場
合
に
限
ら
ず
、

産
分
割
時
ま
で
に
時
間
的
隔
り
が
生
じ
る
こ
と
が
十
分
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、

ス
の
学
説
は
、
早
く
か
ら
こ
の
点
に
気
付
き
分
割
時
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
解
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

遺
産
分
割
の
遡
及
効
を
理
由
に
相
続
開
始
時
で
評
価
し
て
き
た
。

価
切
下
げ
の
結
果
、

た
の
で
、
相
続
開
始
時
で
の
評
価
は
、
分
割
に
お
け
る
乎
等
原
則
を
く
つ
が
え
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
判
例
並
び
に

立
法
的
解
決
と
も
に
遅
れ
、
破
毀
院
が
財
産
評
価
の
た
め
に
遺
産
分
割
時
を
明
示
し
た
の
は
、
立
法
以
来
一
世
紀
以
上
も
経
た
一
九
三
七

年
の
こ
と
で
あ
り
、

た
。
な
お
、
こ
の
一
九
六
一
年
法
は
、
共
同
相
続
人
の
う
ち
の
特
定
の
者
が
承
継
し
た
資
産
の
価
格
が
経
済
情
勢
の
変
化
に
よ
り
承
継
時

よ
り
二
五
％
以
上
増
加
し
、

・
減
少
す
る
と
の
規
定
を
設
け
た
（
旧
仏
民
法
八
―
―
―
―
一
条
の
一
第
四
項
）
。
こ
の
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ケ
ー
ル
方
式
が
一
九
七
一
年
法
に

以
上
が
前
回
（
関
大
法
学
論
集
三
二
巻
一
号
）
で
述
べ
て
き
た
要
旨
で
あ
る
。
今
回
は
、

留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
の
評
価
基
準
時
」
と
「
価
額
弁
償
額
算
定
の
た
め
に
減
殺
を
受
け
た
目
的
物
の
評
価
基
準
時
」
に
つ
い
て
、

遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
の
評
価
基
準
時
（
仏
民
法
九
二
二
条
）

第
三
に
、
遣
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
の
評
価
基
準
時
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
場
合
は
評
価
基
準
時
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
他
の
三
つ
の

関
法

第
三
二
巻
第
二
号

し
か
し
、
今
世
紀
に
入
り
、

と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

と
り
わ
け
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
平

と
く
に
不
動
産
価
格
が
、
名
目
価
格
を
維
持
し
て
き
た
国
債
の
よ
う
な
他
の
財
産
に
比
し
て
共
有
期
間
中
に
騰
貴
し

ま
た
一
九
六
一
年
法
が
よ
う
や
く
農
業
・
商
工
業
用
等
の
経
営
資
産
を
分
割
時
に
評
価
す
る
と
の
明
文
規
定
を
設
け

ま
た
は
減
少
し
た
時
は
、
他
の
共
同
相
続
人
に
清
算
金
と
し
て
支
払
う
べ
き
残
存
金
額
を
同
じ
比
率
で
増
加

一
般
相
続
財
産
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
現
仏
民
法
八
―
―

1

1

一
条
の
一
）
。

四
つ
の
評
価
基
準
時
の
う
ち
、
残
り
の
「
遣

四
八

フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
、

（
二
五
八
）

フ
ラ
ソ



特
別
受
益
と
遺
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

統
一
す
べ
き
だ
と
の
考
え
が
出
さ
れ
た
。

場
合
以
上
に
、

し
か
し
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
議
論
が
活
発
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
の
現
存
財
産
と
贈
与
財
産
に
分
け
て
紹
介
し
た

い
。
本
節
で
述
べ
よ
う
と
す
る
点
を
あ
ら
か
じ
め
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
現
存
財
産
を
何
時
の
時
点
で
評
価
す
る
か
に
関
し
て
、

民
法
九
―
1

1

一
条
の
表
現
を
―
つ
の
根
拠
に
、
遺
留
分
額
が
確
定
さ
れ
る
の
は
被
相
続
人
（
遺
言
者
）
の
死
亡
時
で
あ
る
と
か
、
遺
言
処
分

が
実
行
さ
れ
る
の
は
死
亡
時
で
あ
る
、
な
ど
を
理
由
付
け
と
し
て
、
相
続
開
始
時
説
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
反
対
説
は
、
民
法
九

二
二
条
の
表
現
か
ら
評
価
基
準
時
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
反
論
し
、
ま
た
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
の
評
価
基
準
時
を
相

続
開
始
時
に
求
め
、
し
か
も
現
実
の
遺
産
分
割
財
産
の
評
価
基
準
時
を
遺
産
分
割
時
に
求
め
る
の
は
二
重
の
評
価
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
、

実
務
上
煩
わ
し
さ
を
も
た
ら
す
だ
け
だ
と
批
判
し
、
評
価
時
を
分
割
時
に
統
一
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
の
学
説
を
受
け

て
、
第
二
次
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
改
正
委
員
会
に
お
い
て
、
評
価
基
準
時
を
相
続
開
始
時
も
し
く
は
遺
産
分
割
時
の
い
ず
れ
か
で

財
産
の
評
価
基
準
時
を
相
続
開
始
時
と
明
規
し
た
の
で
、
結
局
、
現
存
財
産
に
つ
い
て
相
続
開
始
時
で
の
評
価
を
認
め
た
形
に
な
っ
た
。

現
存
財
産
と
は
異
な
り
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
贈
与
財
産
の
評
価
基
準
時
に
つ
い
て
は
、

動
産
を
問
わ
ず
、
相
続
開
始
時
で
評
価
す
る
と
明
規
し
た
。

九
世
紀
末
か
ら
二

0
世
紀
初
頭
に
か
け
て
相
続
開
始
時
で
の
評
価
は
、
受
贈
者
に
酷
な
結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

九
三
八
年
二
月
法
は
、
贈
与
時
で
の
評
価
に
改
め
た
が
、
こ
の
こ
と
は
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
の
価
額
を
全
く
抑
え
て
し
ま
い
、
受
贈

者
に
有
利
に
な
る
反
面
、
遺
留
分
権
利
者
に
極
め
て
不
利
に
な
る
な
ど
の
不
都
合
を
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
で
、

価
値
の
不
安
定
さ
な
ど
を
考
慮
し
て
、

四
九

フ
ラ
ン
ス
の
貨
幣
で
あ
る
フ
ラ
ン
の
価
値
が
安
定
を
欠
く
よ
う
に
な
っ
た
一

一
八

0
四
年
立
法
と
同
様
、
相
続
開
始
時
説
を
採
用
し
た
。
な
お
、
こ
の
一
九
七
一
年
法
は
、
贈

（―-五九）

一
九
七
一
年
法
は
、
貨
幣

一
八

0
四
年
立
法
は
、
動
産
・
不

一
九
七
一
年
法
は
、
民
法
九
二
二
条
一
項
の
表
現
自
体
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
贈
与

フ
ラ
ン
ス
の
多
数
説
は
、

一
八

0
四
年
立
法
の



合、 四
な
お
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
従
来
か
ら
の
学
説
の
考
え
を
受
け
容
れ
て
、

財
産
の
双
方
と
も
相
続
開
始
時
で
評
価
し
て
い
る
。

第
三
二
巻
第
二
号

与
財
産
が
相
続
開
始
前
に
す
で
に
譲
渡
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
譲
渡
時
の
価
額
を
遺
産
総
体
に
加
算
し
（
結
局
、
遺
留
分
算
定
の
た
め
の

基
礎
財
産
と
な
る
）
、
ま
た
譲
渡
に
よ
り
他
の
物
を
取
得
し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
得
財
産
の
相
続
開
始
時
に
お
け
る
価
額
を
遺
産

総
体
に
加
算
す
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
改
正
を
行
な
っ
た
。
な
お
、
金
銭
の
贈
与
に
つ
い
て
は
、
明
文
規
定
を
欠
く
が
、

フ
ラ
ン
ス
の

右
に
ま
と
め
た
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
で
の
や
り
方
に
比
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
明
治
民
法
起
草
時
に
、
現
存
財
産
に
含
ま
れ
る
遺
贈
に

つ
い
て
は
当
然
に
相
続
開
始
時
に
評
価
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
明
文
規
定
上
、
現
存
財
産
・
贈
与
財
産
の
い
ず

れ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
評
価
基
準
時
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
昭
和
二
二
年
に
改
正
さ
れ
た
現
行
相
続
編
規
定
に
も
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
の
判
例
（
最
判
昭
五
一
・
三
・
一
八
民
集
―
―

-0巻
二
号
一
―
一
頁
、
他
）
及
び
通
説
は
、
現
存
財
産
・
贈
与

一
九
七
一
年
の
改
正
に
よ
り
、
遣
留
分
算
定
の
た
め
の
財
産
は
、

現
存
財
産
か
ら
ま
ず
債
務
を
控
除
し
、
こ
れ
に
す
で
に
贈
与
さ
れ
て
い
た
も
の
の
価
額
を
名
目
的
に
加
え
る
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
こ

と
に
改
め
ら
れ
た
（
現
仏
民
法
九
二
二
条
）
。
こ
の
こ
と
は
、
債
務
が
現
存
財
産
を
超
過
し
て
も
、
贈
与
財
産
に
は
手
を
つ
け
る
こ
と
が
で

(

1

)

 

き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
相
続
債
権
者
よ
り
も
、
遺
留
分
権
利
者
が
優
先
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
異
な
り
、

わ
が
国
で
は
、
改
正
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
や
り
方
と
同
じ
く
、
ま
ず
最
初
に
現
存
財
産
に
贈
与
さ
れ
た
も
の
の
価
額
を
名
目
的
に
加
え
、
そ

こ
か
ら
債
務
を
控
除
す
る
（
日
民
法
一

0
二
九
条
一
項
）
。
こ
の
場
合
、
も
し
も
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
額
が
ゼ
ロ
ま
た
は
債

(
2
)
 

務
超
過
の
と
き
に
は
、
学
説
上
、
争
い
が
あ
る
。
資
産
一

0
0
0万
円
、
贈
与
五

0
0万
円
、
債
務
一
五

0
0万
円
を
具
体
例
と
し
た
場

(
3
)
 

一
説
は
、

1
0
0
0万
円
に
五

0
0万
円
を
加
え
た
合
計
額
か
ら
一
五

0
0万
円
を
控
除
す
る
と
ゼ
ロ
と
な
り
、
結
局
、
遺
留
分
は

学
説
は
一
般
に
贈
与
時
で
の
評
価
を
行
な
っ
て
い
る
。

関
法

五
〇

（
二
六

0
)



特
別
受
益
と
遺
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

①

現

存

財

産

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
計
算
方
法
の
改
正
は
、
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
テ
ー
マ
か
ら
は
ず
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
深
く
扱

う
こ
と
は
し
な
い
が
、

(
1
)
A
n
d
r
e
 P
o
n
s
a
r
d
,
 
L
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
s
 
successorales 
R
a
p
p
o
r
t
,
R
e
d
u
c
t
i
o
n
 P
a
r
t
a
g
e
 
d'ascendant, 1
9
7
7
,
 
n°71, 
p. 
9
2
 et 
s. 

(

2

)

学
説
、
並
び
に
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
中
川
淳
・
注
釈
民
法
閲
相
続
⑱
（
昭
四
八
）
＝
―
五
五
頁
以
下
、
参
照
。

(
3
)

高
梨
「
遺
留
分
の
算
定
」
法
学
七
ミ
ナ
ー
四
八
号
（
昭
三
五
）
二
八
頁
以
下
。
青
山
道
夫
・
改
訂
家
族
法
論
I
I
（
昭
四
六
）
三
九
九
頁
。

(

4

)

島
津
一
郎
・
中
川
監
修
註
解
相
続
法
（
昭
二
六
）
四
四
二
頁
、
近
藤
英
吉
・
相
続
法
下
（
昭
―
―
―
―
)
1
0九
八
頁
。
鈴
木
禄
弥
・
相
続
法
講
義

（
昭
四
三
）
九
八
頁
以
下
も
同
説
か
。

(

5

)

柳
川
勝
ニ
・
日
本
相
続
法
註
釈
下
（
大
九
）
六
―
―
頁
。

を
保
護
す
る
、

そ
の
も
つ
意
義
は
非
常
に
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

と
の
考
え
に
基
づ
く
。

一
説
が
通
説
的
見
解
と
い
え
よ
う
。

ゼ
ロ
で
あ
る
、

(
4
)
 

と
解
す
る
。
二
説
は
、

日
民
法
一

0
二
九
条
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
も
の
は
遣
留
分
で
な
く
自
由
分
で
あ
る
と
し
、

0
0万
円
に
五

0
0万
円
を
加
え
た
合
計
額
か
ら
一
五

0
0万
円
を
控
除
し
た
残
額
ゼ
ロ
は
自
由
分
に
該
当
し
、
被
相
続
人
は
処
分
可
能

な
遺
産
部
分
を
有
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(
5
)
 

と
解
す
る
。
三
説
は
、

の
対
象
と
な
り
う
る
、

1
0
0
0万
円
か
ら
一
五

0
0万
円
を
控
除
す
る
と
残
額
は
ゼ
ロ
と
な
る
が
、
こ
の
ゼ
ロ
に
五

0
0万
円
を
加
え
た
も
の
を
基
礎
と
し
て

遺
留
分
を
算
定
す
べ
き
で
あ
る
、

せ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
解
す
る
。

互

（
二
六
一
）

五

0
0万
円
の
贈
与
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
五

0
0万
円
に
つ
い
て
は
減
殺

一
九
七
一
年
改
正
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
同
じ
立
場
（
従
来
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
）
で
、

一
説
は
、
相
続
債
権
者
の
利
益
に
帰
す
る
よ
う
な
贈
与
の
減
殺
を
認
め
る
必
要
は
な
い
、

と
の
考
え
に
基
づ
く
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
説
は
、
受
遣
者
の
利
益
よ
り
も
相
続
人
の
利
益
を
、

さ
ら
に
相
続
債
権
者
の
利
益
を
優
先
さ

と
の
考
え
に
基
づ
く
。
三
説
は
、
減
殺
財
産
か
ら
相
続
債
権
者
が
弁
済
を
受
け
る
こ
と
を
拒
否
し
、
遣
留
分
権
利
者 -

0
 



第
三
二
巻
第
二
号

、
、
、

「
減
殺
は
、
贈
与
者
又
は
遺
言
者
の
死
亡
時
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
財
産
を
も
っ
て
遺
産
総
体
を
形
成
す
る

(
1
)
 

こ
と
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
」
と
明
規
し
た
（
傍
点
ー
筆
者
）
。
こ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
フ
ラ
ソ
ス
民
法
九
―
-1
一
条
の
本
文
は
、

九
三
八
年
二
月
法
及
び
一
九
七
一
年
法
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
表
現
自
体
は
現
在
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
多

(
2
)
 

数
説
は
、
こ
の
表
現
を
一
っ
の
根
拠
に
、
遺
留
分
算
定
の
た
め
の
現
存
財
産
の
評
価
基
準
時
を
相
続
開
始
時
と
解
し
、
そ
の
他
、
次
の
よ

(

3

)

 

現
存
財
産
は
被
相
続
人
の
死
亡
時
に
の
み
確
定
さ
れ
る
。
③

遺
言
処
分
が
実
行
さ
れ
る
の
は
死
亡
時

(
5
)
 

遺
留
分
と
自
由
分
の
割
合
が
相
続
の
承
認
・
放
棄
等
に
よ
り
遡
及
的
に
確
定
さ
れ
る
の
は
死
亡
時
で
あ
る
。
④
遺
留
分

(
6
)
 

は
相
続
分
で
あ
っ
て
遺
留
分
額
を
定
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
相
続
開
始
時
で
あ
る
。
⑥
遺
留
分
が
侵
害
さ
れ
た
か
否
か
を
知
る
の

(

7

)

 

に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
死
亡
時
で
あ
る
。

(
8
)
 

こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
説
は
、
遺
産
分
割
時
説
を
主
張
し
、
民
法
九
二
二
条
の
表
現
か
ら
評
価
基
準
時
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
反
論
し
、
次
の
よ
う
な
理
由
並
び
に
多
数
説
に
対
す
る
批
判
を
挙
げ
て
い
る
（
番
号
は
多
数
説
の
理
由
付
け
に
対
応
す
る
も

の
で
は
な
い
）
。
①

遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
の
評
価
基
準
時
を
相
続
開
始
時
に
、

産
分
割
時
に
求
め
る
こ
と
は
、
二
重
の
評
価
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
、
実
務
上
、
清
算
作
用
を
複
雑
に
し
、
当
事
者
に
と
っ
て
も
鑑
定
費

(
9
)
 

用
が
か
さ
む
だ
け
な
の
で
、
評
価
時
を
分
割
時
に
統
一
す
べ
き
で
あ
る
。
R

遣
留
分
侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
相
続
開
始
時
か
ら
減
殺
請
求
時
ま
で
の
間
に
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
の
価
値
に

変
動
を
き
た
し
、
し
た
が
っ
て
遺
留
分
侵
害
の
有
無
も
異
な
っ
て
く
組
。
③

殺
請
求
と
は
無
関
係
で
、

(11) 

で
あ
る
。
④

フ
ラ
ソ
ス
民
法
九
―

-
0条
は
、
遺
留
分
減
殺
が
単
に
相
続
開
始
時
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
だ
け

特
別
受
益
の
持
戻
し
及
び
遺
留
分
減
殺
は
、

う
な
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
①

(
4
)
 

で
あ
る
。
③

一
八

0
四
年
立
法
は
、

関
法

い
ず
れ
も
相
続
財
産
の
分
割
の
一
方
法
で
あ
り
、
分
割
さ
れ
る
財
産
の
評
価

相
続
開
始
時
に
算
出
さ
れ
る
遺
留
分
額
は
、
遺
留
分
の
減

通
説
に
よ
れ
ば
、
相
続
開
始
時
に
遣
留
分
額
を
算
出
し
、

ま
た
現
実
の
遺
産
分
割
財
産
の
評
価
基
準
時
を
遺

五

（
二
六
二
）



特
別
受
益
と
遣
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
贈
与
財
産
の
評
価
基
準
時
に
つ
い
て
、

③

贈

与

財

産

こ
れ
ら
少
数
説
の
理
由
並
び
に
批
判
に
つ
い
て
、

そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
少
数
説
の
攻
撃
し
て
い
る
二
重
の
評
価
に
つ
い
て
、
多
数
説

は
、
異
な
る
時
点
で
の
二
重
の
評
価
が
実
務
に
困
難
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
。
な
お
、
少
数
説
の
中
に
は
、
通

説
・
判
例
の
い
う
よ
う
に
九
二
二
条
が
相
続
開
始
時
説
を
採
用
し
て
い
る
と
解
し
つ
つ
、
立
法
論
と
し
て
批
判
を
展
開
し
て
い
る
も
の
が

(14) 

み
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
、
第
二
次
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
改
正
委
員
会
で
の
意
見
の
中
に
は
、
評
価
基
準
時
を
被
相
続
人
の
死
亡
時
も
し
く

は
遣
産
分
割
時
の
い
ず
れ
か
で
統
一
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

た
よ
う
に
（
前
述
五
二
頁
参
照
）
、
九
二
二
条
第
一
項
で
従
来
と
同
様
の
表
現
を
継
承
し
、

相
続
開
始
時
と
明
規
し
た
の
で
、
結
局
、
現
存
財
産
を
相
続
開
始
時
で
評
価
す
る
こ
と
を
認
め
た
形
に
な
っ
た
。

時
で
評
価
す
る
と
明
規
し
て
い
た
（
旧
仏
民
法
九
二
二
条
）
。
フ
ラ
ン
の
価
値
が
安
定
し
て
い
た
一
九
世
紀
に
は
、
こ
の
評
価
基
準
時
で
さ

し
て
不
都
合
を
生
じ
な
か
っ
た
。

贈
与
財
産
を
取
得
し
、

し
か
し
、

工
業
生
産
物
価
格

(
v
a
l
e
u
r
s
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
)

の
高
騰
、

き
起
こ
し
た
フ
ラ
ン
の
乎
価
切
下
げ
並
び
に
価
値
低
下
に
よ
り
、
こ
の
や
り
方
は
、

と
く
に
受
贈
者
が
贈
与
者
の
死
亡
の
か
な
り
以
前
に

し
か
も
実
際
の
価
値
よ
り
も
非
常
に
低
い
価
格
で
処
分
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
相
続
開
始
時
に
お
け
る
受

贈
物
の
価
額
と
相
続
開
始
前
の
受
贈
物
の
処
分
価
額
と
の
差
額
を
は
き
出
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
受
贈
者
に
極
め
て
酷
な
結
果

(16) 

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
の
低
下
は
、
不
動
産
や
有
価
証
券

(
v
a
l
e
u
r
s

m
o
b
i
l
i
e
r
e
s
)

な
ど
の
現
物

(
E
)
 

時
期
に
一
致
す
べ
き
で
あ
る
。

五
l

（
二
六
三
）

つ
い
で
不
動
産
価
格
の
騰
貴
を
惹

一
八

0
四
年
立
法
は
、
動
産
・
不
動
産
を
問
わ
ず
、
相
続
開
始

同
時
に
次
に
述
べ
る
贈
与
の
評
価
基
準
時
を

一
九
七
一
年
法
は
、
先
ほ
ど
述
べ



第
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贈
与
と
名
目
上
の
価
値
し
か
な
い
金
銭
で
の
贈
与
と
の
間
に
は
ひ
ど
い

一
八

0
四
年
立
法
の
相
続
開
始
時
か
ら
一
九

(
c
h
o
q
u
a
n
t
e
)
 
不
公
平
さ
を
生
じ
、
被
相
続
人
が
自
由
分
を
超

(17) 

え
な
い
よ
う
に
と
用
意
周
到
に
行
な
っ
た
贈
与
も
、
こ
れ
が
不
動
産
で
あ
れ
ば
、
減
殺
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た

(18) 

一
九
一

0
年
の
破
毀
院
判
決
は
、
相
続
開
始
時
で
の
評
価
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
そ
こ
で
、

一
九
三
八
年
二
月
法
で
、
贈
与
財
産
は
、
持
戻
し
の
場
合
と
歩
調
を
あ
わ
せ
、
贈
与
時
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
（
旧

仏
民
法
九
二

1

一条）。

と
こ
ろ
が
、
贈
与
時
で
の
評
価
は
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
の
価
額
を
低
く
抑
え
て
し
ま
い
、
受
贈
者
に
有
利
に
な
る
反
面
、
特

(19) 

別
受
益
を
得
て
い
な
い
遺
留
分
権
利
者
に
と
っ
て
酷
な
結
果
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
、
金
銭
の
受
贈
者
と
金
銭
以
外
の
動
産
や
不
動
産
の

(20) 

受
贈
者
と
の
間
で
不
公
平
を
解
消
し
え
な
い
な
ど
の
不
都
合
を
生
じ
た
。
そ
こ
で
、

さ
を
考
慮
す
れ
ば
、

(21) 

の
状
態
の
ま
ま
で
相
続
開
始
時
に
評
価
す
べ
く
改
め
た
。
そ
し
て
、
こ
の
一
九
七
一
年
法
は
、
持
戻
し
の
場
合
と
パ
ラ
レ
ル
に
遣
留
分
算

一
九
三
八
年
法
よ
り
も
一
八

0
四
年
立
法
の
立
場
の
方
が
ま
だ
不
都
合
さ
が
少
な
い
と
考
え
、
贈
与
財
産
を
贈
与
時

定
の
場
合
に
も
、
贈
与
財
産
が
相
続
開
始
前
に
す
で
に
譲
渡
さ
れ
て
い
た
と
き
に
は
譲
渡
時
の
価
額
を
遺
産
総
体
に
加
算
し
、
ー
っ
ま

り
、
受
贈
者
は
受
贈
後
に
贈
与
財
産
（
受
贈
財
産
）
を
処
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
金
額
を
提
出
す
れ
ば
よ
く
、
贈
与
財
産
を
相
続
開

始
時
ま
で
持
っ
て
い
た
も
の
と
し
て
、
相
続
開
始
時
に
評
価
さ
れ
た
金
額
を
提
出
し
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
、
受

贈
者
の
地
位
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ー
ー
．
譲
渡
に
よ
り
物
上
代
位
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
新
し
い
財
産
の
相
続
開
始
時
に
お

け
る
価
額
（
持
戻
し
の
場
合
は
、
遺
産
分
割
時
の
価
額
。
現
仏
民
法
八
六

0
条
一
項
参
照
。
）
を
遺
産
総
体
に
加
算
す
る
と
い
う
極
め
て

重
要
な
改
正
規
定
（
現
仏
民
法
九
二
二
条
一
一
項
）
を
設
け
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
遺
留
分
算
定
の
た
め
の
基
礎
と
な
る
贈
与
財
産
の
評
価
基
準
時
は
、

結
局
、

こ
と
が
現
実
の
裁
判
例
と
し
て
現
わ
れ
、

関
法

一
九
七
一
年
法
の
立
法
者
は
、
貨
幣
価
値
の
不
安
定

五
四

（
二
六
四
）



次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
明
治
民
法
の
起
草
者
は
、
現
存
財
産
に
含
ま
れ
る
遺
贈
に
つ
い
て
は
当
然
に
相
続
開
始
時
に
評
価
す
る
と
考

(26) 

え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
民
法
（
明
治
三
一
年
施
行
）
の
相
続
編
規
定
は
、
現
存
財
産
・
贈
与
財
産
の
い
ず
れ
も
評
価
基

五

特
別
受
益
と
遺
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

五
五

（
二
六
五
）

一
九
七
一
年
法
に
よ
り
元
の
相
続
開
始
時
に
戻
っ
た
訳
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
贈
与
財
産
を
相
続
開
始
時

フ
ラ
ン
ス
の
多
数
説
は
、
勿
論
そ
れ
を
支
持
し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
た
と
え
ば
マ

「
遣
留
分
の
完
全
さ
が
確
実
な
も
の
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
あ
た
か
も
贈
与
が
な
か
っ
た
か
の
如
く
、
相
続
開

始
時
に
、
計
算
上
の
遺
産
総
体

(
m
a
s
s
e
)

が
再
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
現
存
財
産
の
場
合
と
同
じ
く
贈
与
財
産
も
相
続

(22) 

開
始
時
で
評
価
す
る
の
が
論
理
的
で
あ
る
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
ま
た
、
モ
ラ
ン

(
M
o
r
i
n
)

は
、
金
銭
の
価
値
下
落
に
よ
る
諸
々
の
結
果

(23) 

を
予
防
す
る
こ
と
が
相
続
開
始
時
で
の
評
価
の
目
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
金
銭
の
贈
与
に
つ
い
て
は
、
持
戻
し
の
場
合
（
前
述
四
六
頁
参
照
）
と
異
な
り
明
文
上
の
規
定
を
欠
く
が
、

説
は
一
般
に
金
銭
贈
与
の
持
戻
し
規
定
（
仏
民
法
八
六
九
条
）
を
遺
留
分
算
定
の
場
合
に
も
類
推
し
よ
う
と
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
学

つ
ま
り
、
遺
留
分
算

定
の
た
め
の
基
礎
財
産
と
し
て
、
原
則
的
に
は
贈
与
時
の
額
を
擬
制
的
に
遺
産
総
体
に
含
ま
せ
る
。
そ
し
て
、
も
し
も
金
銭
が
他
の
財
産

取
得
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
財
産
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
相
続
開
始
時
で
の
代
位
財
産
の
価
額
を
遺
産
総
体
に
含
ま
せ
、
さ
ら
に
代
位
財
産
が

相
続
開
始
前
に
譲
渡
さ
れ
て
い
れ
ば
、
譲
渡
時
の
価
額
を
遺
産
総
体
に
含
ま
せ
る
。
ま
た
、
贈
与
財
産
が
受
贈
者
の
故
意
・
過
失
に
よ
ら

ず
、
減
失
し
た
と
き
に
は
、
贈
与
財
産
を
遺
産
総
体
に
含
ま
せ
る
必
要
は
な
い
が
、
減
失
を
理
由
に
補
償
金
が
支
払
わ
れ
て
い
れ
ば
、
持

戻
し
の
場
合
の
規
定
（
仏
民
法
八
五
五
条
二
項
・
―
―
一
項
）
を
類
推
し
て
、
補
償
金
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
補
償
金
を
使
用
し
て
取
得
さ
れ

(25) 

た
代
位
財
産
の
相
続
開
始
時
の
価
額
を
遺
産
総
体
に
含
ま
せ
る
。

右
に
み
て
き
た
遺
留
分
算
定
の
た
め
の
基
礎
財
産
の
評
価
基
準
時
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
や
り
方
と
異
な
り
、
わ
が
国
の
や
り
方
は
、

四 ゾ
ー

(
M
a
z
e
a
u
d
)
は、

に
評
価
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

八
年
法
の
贈
与
時
に
移
り
、



に
つ
い
て
は
、

準
時
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
昭
和
―
1

1

一
年
に
全
面
改
正
さ
れ
た
現
行
民
法
の
相
続
編
規
定
も
明
確
で
は
な
い
。
現
在
の
通
説
及
び
審

（
力
）

判
例
の
大
勢
は
、
遣
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
現
存
財
産
・
贈
与
財
産
の
い
ず
れ
も
相
続
開
始
時
で
評
価
す
る
。
そ
の
主
た
る
根
拠
は
、

評
価
基
準
時
を
明
確
な
時
点
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
具
体
的
相
続
分
が
相
続
開
始
後
た
え
ず
変
化
す
る
場
合
を
生
じ
う
る
、

に
基
づ
く
。
こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
説
は
、
分
割
時
に
複
雑
な
作
業
を
し
て
ま
で
具
体
的
相
続
分
を
確
立
す
る
必
要
性
に
乏
し
い
こ
と
な

(28) 

ど
を
理
由
に
、
分
割
時
で
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
審
判
例
に
も
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
い
て
、
贈
与
時
の
価
額
を
分
割
時
の

貨
幣
価
値
に
換
算
し
て
贈
与
財
産
と
み
な
し
た
も
の
が
あ
る
（
広
島
家
呉
支
審
昭
一

1

一
三
・
―
ニ
・
ニ
六
家
月
―
一
巻
四
号
一
―
六
頁
）
。

機
能
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
金
銭
の
通
性
上
、

「
円
は
円
に
等
し
い
」
と
し
て
や
む
を
得
な
い
、

と
こ
ろ
で
、
金
銭
の
贈
与
に
つ
い
て
は
、
金
銭
額
を
相
続
開
始
時
の
貨
幣
価
値
に
換
算
し
て
評
価
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
積
極
．

(29) 

消
極
両
説
の
顕
著
な
対
立
が
み
ら
れ
て
い
た
。
従
来
の
通
説
は
、
貨
幣
価
値
の
変
動
を
計
算
し
評
価
換
え
を
行
な
う
の
で
あ
れ
ば
貨
幣
の

と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
時

(31) 

と
す
る
。

の
多
数
説
は
、
物
価
指
数
に
し
た
が
い
、
少
な
く
と
も
相
続
開
始
時
の
価
額
に
評
価
換
え
す
る
こ
と
が
公
平
上
要
請
さ
れ
る
、

そ
し
て
、
最
高
裁
も
、
遺
留
分
算
定
の
た
め
の
基
礎
財
産
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
金
銭
に
よ
る
特
別
受
益
額
を
評
価
す
る
に
つ
い
て
、
相
続

開
始
時
の
物
価
指
数
に
よ
る
贈
与
金
額
の
評
価
換
え
を
認
め
た
（
最
判
昭
五
一
・
―
―
-
・
一
八
民
集
三

0
巻
二
号
一
―
―
頁
）
。
こ
の
問
題

の
物
が
購
入
さ
れ
て
い
れ
ば
、

， 
ノ‘

フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、
贈
与
金
銭
が
費
消
さ
れ
て
い
れ
ば
評
価
換
え
な
し
に
贈
与
時
の
額
を
、

そ
の
物
の
相
続
開
始
時
で
の
価
額
を
算
入
す
る
、

と
い
う
解
決
方
法
も
一
考
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
、

(33) 

と
思
う
。
わ
が
国
の
場
合
、
評
価
換
え
の
基
準
等
が
明
確
で
な
く
、
こ
れ
に
よ
る
紛
争
も
生
じ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

1

)

次
の
よ
う
な
仏
文
で
あ
る
。
一
「
L
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 se 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 e
n
 f
o
r
m
a
n
t
 u
n
e
 m
a
s
s
e
 d
e
 tous 
les 
b
i
e
n
s
 existant a
u
 d
e
c
e
s
 d
u
 

d
o
n
a
t
e
u
r
 o
u
 testateur.
」
（
“
白
民
法
九
二
二
条
）
。

関
法
第
三
二
巻
第
二
号

五
六

と
い
う
点

ま
た
贈
与
金
銭
に
よ
り
他

（
二
六
六
）
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関
法

第
三
二
巻
第
二
号

が
経
過
し
、
そ
し
て
現
実
に
財
産
を
取
得
し
う
る
と
き
に
、
共
同
相
続
人
の
平
等
が
は
か
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
異
な

っ
た
日
で
の
二
重
の
評
価
は
、
実
務
上
、
困
難
さ
の
原
因
と
な
り
う
る
」
。

(
1
4
)
P
o
n
s
a
r
d
,
 op. 
cit., 
p. 
94. 

(
1
5
)
l
o
c
.
 cit. 

(
1
6
)
M
a
z
e
a
u
d
,
 op. 
cit., 
1980, 
n
°
9
2
2
,
 
p. 
2
3
4
.
 

(
1
7
)
M
a
z
e
a
u
d
`
I
b
i
d
.
 

(
1
8
)
C
i
v
.
 3
0
 j
u
i
n
 1910, 
D
.
 1914. 
1. 
2
5
 et 
n
o
t
e
 N
a
s
t
,
 
S. 
1910. 
1. 
8
2
9
 et 
n
o
t
e
 L
y
o
n
,
C
a
e
n
.
 

本
判
決
は
ペ
ネ
デ
ィ
ク
テ
ィ
ヌ
判
決

(l'arri¥t
B
e
n
e
d
i
c
t
i
n
e
)

ま
た
は
ル
グ
ラ
ン
判
決

(l'arri¥t
L
e
g
r
a
n
d
)

と
も
呼
ば
れ
、
•
著
名
な
事
件
の

―
つ
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
贈
与
日
で
の
評
価
が
遺
留
分
権
利
者
の
権
利
を
ど
れ
ほ
ど
危
険
に
さ
ら
す
か
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば

引
用
さ
れ
る

(Cf.
P
o
n
s
a
r
d
,
 op. 
cit., 
n
°
7
3
,
 
p. 
95.)
。

(
1
9
)
C
a
t
a
l
a
,
 L
e
s
 r
e
g
l
e
m
e
n
t
s
 
s
u
c
c
e
s
s
o
r
a
u
x
 
d
e
p
u
i
s
 
les 
r
e
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
1
9
3
8
 e
t
 1̀
instabilite 
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
,
 
1955, 
n
°
5
 
1
7
8
 
et 

s., 
n° 
5
 2
0
0
 et 
s., 
n
。258,
p. 
2
3
3
 et 
s., 
p. 
2
6
0
 et 
s., 
p. 
3
2
0
.
 
C
a
t
a
l
a
,
 
L
a
 r
e
f
o
r
m
e
,
 
n
°
7
2
,
 
p. 
147.

カ
タ
ラ
部
5
蹄
}ii、
瞳
四
年

4
財
忘
i

を
贈
与
時
で
評
価
す
る
こ
と
は
遣
留
分
法
領
域
へ
の
侵
害
で
あ
る
、
と
批
判
し
て
い
る

(Catala,
loc, 
cit.,)
。

(
2
0
)
P
o
n
s
a
r
d
,
 op. 
cit., 
p. 
96. 

(
2
1
)

贈
与
さ
れ
た
と
き
に
は
農
業
用
地

(
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
a
g
r
i
c
o
l
e
)

で
あ
っ
た
も
の
が
、
相
続
開
始
時
ま
で
保
持
し
て
い
る
間
に
周
辺
の
土
地
状
況

が
変
り
建
築
用
地

(
t
e
r
r
a
i
n
a
 bil.tir)
と
な
っ
て
い
た
ケ
ー
ス
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
破
毀
院
は
、
贈
与
時
に
お
け
る
財
産
の
用
途
は
、
財
産
の
状

態
の
決
定
に
と
り
重
要
で
は
な
い
と
判
示
し
て
、
建
築
用
地
と
し
て
の
評
価
額
を
認
め
た

(Civ.l'•`11 

m
a
i
 1
9
7
7
,
 
S
e
m
.
 jur. 
1978. 
II. 

1
8
9
2
7
,
 
n
o
t
e
 
D
a
g
o
t
,
 
R
e
v
.
 trim. 
dr. 
civ., 
1977. 
8
0
4
 et 
1
9
7
9
.
 
4
1
3
,
 
oos. 
R. S
a
v
a
t
i
e
r
)
。

(
2
2
)
M
a
z
e
a
u
d
,
 op. 
cit.

1`
9
8
0
,
n
。922,
p. 
2
3
4
.
 

(
2
3
)
M
o
r
i
n
,
 op. 
cit., 
n
。45,
p. 
34. 

(
2
4
)
M
o
r
i
n
,
0
p
.
 cit., 
n
。49,
p
p
.
 
3
6
 et. 
s. 

な
お
、
金
銭
が
用
益
権
の
留
保
な
し
に
、
贈
与
分
割

(
d
o
n
a
t
i
o
n
,
p
a
r
t
a
g
e
)

に
よ
り
、
贈
与
さ
れ
た
と
き
に
は
、
こ
の
贈
与
分
割
日
の
価
額
が

遣
産
総
体
に
含
め
ら
れ
る

(
M
o
r
i
n
,

i
b
i
d
)
。
贈
与
分
割
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
特
有
の
制
度
で
、
父
母
そ
の
他
の
直
系
尊
属
が
自
己
の
財
産
を
、
生

五
八

（
二
六
八
）



特
別
受
益
と
遺
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

五
九

（
二
六
九
）

前
に
、
推
定
相
続
人
で
あ
る
子
そ
の
他
の
直
系
卑
属
の
た
め
に
分
配
す
る
こ
と
で
あ
る
（
仏
民
法
一
七
五
条
一
項
）
。
贈
与
分
割
に
つ
い
て
は
、

山
口
俊
夫
・
概
説
フ
ラ
ン
ス
法
上
（
昭
五
一
―
-
）
五
四
一
＿
頁
以
下
参
照
（
な
お
、
山
口
教
授
は
、
贈
与
分
配
と
訳
さ
れ
て
い
る
）
。

(
2
5
)
M
o
r
i
n
,
 op. 
cit., 
n
。5
0
,

p. 
3
7
.
 

(

2

6

)

学
術
振
興
会
版
・
法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
六
五
ノ
―
―
一
裏
。

(
2
7
)中
川
淳
・
注
釈
民
法
⑳
相
続
③
（
昭
四
八
）

1
-五
五
頁
、
中
川
善
之
助
1
1

泉
久
雄
•
新
版
相
続
法
（
昭
四
九
）
五
七
二
頁
、
我
妻
栄
1
1
唄
孝

-
．
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
珊
相
続
法
（
昭
四
一
）
三
一
六
頁
、
太
田
武
男
・
民
商
法
七
五
巻
六
号
（
昭
五
二
）
九
九
四
頁
、
他
。

(

2

8

)

有
地
亨
「
特
別
受
益
者
の
持
戻
義
務
⇔
」
民
商
法
四

0
巻
三
号
（
昭
―
―
―
―
―
）
四
―
-
―
-
頁
以
下
。

な
お
、
永
田
真
三
郎
「
遺
留
分
算
定
の
甚
礎
と
な
る
財
産
の
評
価
方
法
」
民
法
の
争
点
（
昭
五
一
―
-
）
四

0
二
頁
参
照
。

(29)

島
田
礼
介
・
法
曹
時
報
二
九
巻
―
一
号
（
昭
五
二
）
一
三
七
頁
。

(

3

0

)

中
川
善
之
助
1
1
泉
久
雄
・
新
版
相
続
法
（
昭
四
九
）
二
四
九
頁
。
我
妻
栄
1
1
立
石
芳
枝
・
親
族
法
相
続
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
昭
二
七
）
四
三
六

頁
、
柚
木
器
・
判
例
相
続
法
論
（
昭
二
八
）
二

0
四
頁
、
他
。

(

3

1

)

鈴
木
禄
弥
1
1
唄
孝
一
・
人
事
法
Il
（
昭
五

0)
九
八
頁
、
谷
口
知
平
「
相
続
財
産
の
評
価
」
家
族
法
大
系
VI
（
昭
三
五
）
三
―

-0頁
、
有
地
亨

「
特
別
受
益
者
の
持
戻
義
務
(
―
-
）
」
民
商
法
四

0
巻
三
号
（
昭
三
二
）
四
一
四
頁
、
園
田
格
「
相
続
分
の
算
定
」
家
族
法
大
系
VI
（
昭
三
五
）

二
九
二
頁
、
他
。

(32)

最
高
裁
の
判
例
批
評
に
つ
い
て
は
、
泉
久
雄
・
判
例
時
報
八
四
一
号
（
判
例
評
論
―
―
―
―
―
一
号
）
（
昭
五
二
）
一
五
一
頁
、
太
田
武
男
・
民
商
法

七
五
巻
六
号
（
昭
五
二
）
九
八

1

一
頁
、
安
倍
正
三
・
家
族
法
判
例
百
選
（
第
一
二
版
）
（
昭
五
五
）
二
五
八
頁
、
能
見
善
久
・
法
学
協
会
雑
誌
九
四

巻
九
号
（
昭
五
―
-
)
一
四
一
五
頁
、
島
田
礼
介
、
法
曹
時
報
二
九
巻
―
一
号
（
昭
五
二
）
一
八
八
二
頁
、
田
中
恒
郎
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
三
七
号

（
昭
五
一
）
七
四
頁
、
永
田
真
三
郎
・
民
法
の
争
点
（
昭
五
一
―
-
）
四

0
二
頁
、
他
を
参
照
。

(

3

3

)

太
田
・
前
掲
九
八
五
頁
。



実
際
に
は
、

た
と
え
ば
相
続
人
間
で
は
価
額
減
殺
が
適
用
さ
れ
、

渡
も
し
く
は
減
失
さ
れ
て
い
れ
ば
、
価
額
減
殺
が
適
用
さ
れ
る
な
ど
、
価
額
減
殺
の
適
用
範
囲
は
拡
大
し
て
き
て
い
る
。

価
額
減
殺
の
下
で
は
、
弁
償
額
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
然
、
何
時
の
時
点
で
算
定
す
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

一
八

0
四
年
立
法
で
は
算
定
基
準
時
は
明
ら
か
に
さ
れ
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
し
、
同
じ
く
一
九
三
八
年
六
月
命
令
法
に
お
い
て
も
明
文
規
定

一
九
六
一
年
法
も
、
こ
の
点
は
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
農
業
経
営
資
産
や
商
工
業
お
よ
び
手
工
業
資
産
の
細
分
化

防
止
の
た
め
に
、
価
額
弁
償
額
を
分
割
時
に
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
の
明
文
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
で
、
分
割
時
で
の
評
価
が
一
層
な
じ

み
や
す
い
も
の
と
な
っ
た
。
後
に
破
毀
院
が
遺
産
分
割
時
説
を
採
り
、
こ
れ
が
一
九
七
一
年
法
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

価
額
減
殺
へ
の
移
行
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
訳
だ
が
、

が
一
貫
し
て
払
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、

贈
与
財
産
を
現
物
で
返
還
さ
せ
る
現
物
減
殺
が
原
則
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
経
済
の
発
展
・
物
価
の
上
昇
等
に
よ
り
、
現

物
減
殺
は
、
贈
与
財
産
、
と
り
わ
け
不
動
産
を
現
物
で
取
戻
さ
れ
る
受
恵
者
に
多
大
の
損
失
等
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
逆
に
現
物

減
殺
は
、
遣
留
分
権
利
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
受
恵
者
と
遣
留
分
権
利
者
の
利
害
の
調
和
を
は
か
る
た
め
の
努
力

フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
価
額
弁
償
制
度
の
―
つ
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
現
物
減
殺
か
ら

一
九
七
一
年
法
制
定
後
の
今
日
で
も
現
物
減
殺
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
わ
が
国
と
異
な
り
、

第
三
二
巻
第
二
号

価
額
弁
償
額
算
定
の
た
め
に
減
殺
を
受
け
た
目
的
物
の
評
価
基
準
時
（
仏
民
法
八
六
八
条
）

第
四
に
、
遺
留
分
減
殺
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
の
価
額
弁
償
額

(indemnite.
補
償
金
と
も
訳
さ
れ
る
）
を
算
定
す
る
た
め
に
、
減
殺

目
的
物
の
評
価
基
準
時
が
問
題
と
な
る
。
本
節
で
述
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

関
法

四

一
八

0
四
年
立
法
以
来
、
遣
留
分
権
利
者
の
保
護
の
た
め
、
減
殺
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
、

ま
た
、
受
贈
者
が
非
相
続
人
の
場
合
に
も
、
受
贈
財
産
が
受
贈
後
、
譲

六
〇

（
二
七

O
)



特
別
受
益
と
遺
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

六

マ
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、

し
か
し
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
（
前
述
五
四
頁
以
下
参
照
）
、

一
九
三
八
年
二
月
七
日
法
の
立
法
者
は
、
基
礎
財
産
の
評
価
時
に

一
八

0
四
年
立
法
に
お

一
八

0
四
年

(1) 
わ
が
国
で
は
、
価
額
弁
償
が
原
則
で
あ
る
が
、

な
お
、
こ
の
価
額
弁
償
制
度
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
価
額
弁
償
制
度

の
理
由
と
し
て
、

し
か
し
価
額
弁
償
額
の
算
定
基
準
時
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
。
近
時
、
最
高
裁
判
決
昭
和
五
一
・
八
•
一1
-
0民
集
三
0
巻
七
号
七
六
八
頁
が
遺
産
分
割
時
説
の
立
場
を
表
明
し
て
以
来
、

よ
く
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
学
説
の
多
く
は
、
こ
の
最
高
裁
の
態
度
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
特
異
な
方
法
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
減
殺
目
的
物
の
評
価
基
準
時
を

論
じ
る
前
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

一
八

0
四
年
の
立
法
以
来
今
日
ま
で
フ
ラ
ン
ス
で
は
家
族
・
遺
留
分
権
利
者
を
保
護
す
る
た
め
減
殺
請
求
が
行
な
わ
れ
た
場
合
、
贈

(
1
)
 

与
財
産
を
現
物
で
取
戻
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
現
物
減
殺

(
r
e
d
u
c
t
i
o
n
e
n
 
nature)

が
原
則
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
現
物
減
殺
は
、
金
銭
の
漸
進
的
な
下
落
、
並
び
に
物
価
、
と
り
わ
け
不
動
産
価
格
の
高
騰
期
に
は
贈
与
財
産
を
現
物
で
取
戻
さ
れ
る

(
2
)
 

受
恵
者
に
極
め
て
多
大
の
損
失
・
苦
痛
を
も
た
ら
し
、
逆
に
遺
留
分
権
利
者
に
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
、

段
階
で
は
、
こ
う
し
た
現
象
は
生
じ
る
こ
と
も
な
く
、
予
想
も
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
．
い
ず
れ
に
せ
よ
、

け
る
こ
う
し
た
現
物
減
殺
制
度
の
採
用
は
、
遺
留
分
算
定
の
た
め
の
基
礎
財
産
の
評
価
時
、
ー
ー
＇
相
続
開
始
時
で
の
評
価
ー
|
シ
と
減
殺
、

(
3
)
 

ー
ー
相
続
開
始
時
で
の
現
物
財
産
の
取
戻
し
ー
ー
と
の
間
に
完
全
な
一
致
を
み
た
と
い
わ
れ
る
。

関
す
る
九
二
二
条
を
修
正
し
て
、
贈
与
日
に
評
価
さ
れ
た
贈
与
財
産
の
み
を
計
算
上
の
遺
産
総
体

(
m
a
s
s
e
d
e
 calc1:1l)
の
中
に
入
れ
さ

(
4
)
 

せ
る
こ
と
を
決
め
た
の
で
、
こ
の
調
和
を
く
ず
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
物
減
殺
の
原
則
は
維
持
さ
れ
た
。
そ

一
九
三
八
年
二
月
法
の
立
法
者
は
、
改
正
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
受
贈
者
が
現
物
を
返
還

（
二
七
一
）



い
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
次
に
、

フ
ラ
ン
ス
で
の
こ
の
算
定
基
準
時
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

第
三
二
巻
第
二
号

(
5
)
 

し
な
く
て
も
よ
い
と
し
た
な
ら
ば
、
遣
留
分
権
利
者
が
ひ
ど
く
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
配
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
九
三
八
年
二
月
法
に
よ
り
、
価
額
減
殺
が
一
段
と
加
重
さ
れ
た
の
で
、
遺
留
分
権
利
者
に
は
手

ひ
ど
い
打
撃
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
め
、
遺
留
分
権
利
者
に
酷
な
結
果
を
も
た
ら
し
、
結
局
、
遺
留
分
算
定
の
た
め
の
遺
産
の
再
構
成
方
法
に
―
つ
の
亀
裂
を
も
た
ら
す
こ

右
に
述
べ
た
不
都
合
さ
を
回
避
す
る
た
め
に
、

は
時
代
の
要
請
に
沿
う
べ
く
受
贈
者
に
と
っ
て
酷
な
現
物
減
殺
を
緩
和
し
（
前
述
四
五
頁
参
照
）
、
他
方
で
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
遺
留

分
権
利
者
を
保
護
す
る
た
め
に
価
額
弁
償
額
の
算
定
基
準
時
を
修
正
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

(
6
)
 

(heritier)

で
な
い
場
合
に
の
み
現
物
減
殺
を
存
続
せ
し
め
る
こ
と
と
し
た
。
従
っ
て
、
今
日
で
は
遺
留
分
の
現
物
で
の
取
戻
し
は
、
相

続
人
間
で
は
生
じ
え
ず
、
相
続
人
間
で
は
価
額
減
殺
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
受
贈
者
が
相
続
人
で
な
く
て
も
、
受
贈
財
産
を

(
7
)
 

譲
渡
も
し
く
は
減
失
し
て
い
れ
ば
、
価
額
減
殺
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
中
に
は
、
一
九
七
一
年

(
8
)
 

法
に
よ
り
、
も
は
や
現
物
減
殺
は
原
則
で
は
な
く
な
っ
た
、
と
唱
え
る
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
多
数
説
並
び
に
判
例
は
、
依
然
と
し
て
現

(
9
)
 

物
減
殺
を
原
則
と
解
し
て
い
る
。
無
論
、
原
則
と
し
て
の
比
重
は
極
め
て
軽
く
な
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

右
に
み
た
よ
う
に
、

一
九
七
一
年
法
は
、
受
益
者
が
相
続
人

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

関
法

（
二
七
二
）

し
か
も
、
贈
与
財
産
を
贈
与
日
で
評
価
す
る
こ
と
は
、
遣
留
分
計
算
上
の
遺
産
総
額
を
低
か
ら

一
九
三
八
年
六
月
一
七
日
命
令
法
及
び
一
九
六
一
年
―
二
月
一
九
日
法
は
、

フ
ラ
ソ
ス
で
は
価
額
減
殺

(reduction
e
n
 valeur)
は
例
外
形
態
で
あ
り
、
以
下
に
述
べ
る
価
額
弁
償
額
の

算
定
基
準
時
も
例
外
的
措
置
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
訳
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
価
額
減
殺
の
適
用
範
囲
が
大
幅
に
拡
大
し
、

ュヽ

し
カ

も
共
同
相
続
人
間
で
は
価
額
減
殺
が
原
則
で
あ
り
、
従
っ
て
価
額
弁
償
額
算
定
の
た
め
の
減
殺
目
的
物
の
算
定
基
準
時
の
も
つ
意
味
は
高

， 
/‘ 

一
方
で



特
別
受
益
と
遣
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

一ノ‘

一
八

0
四
年
立
法
で
は
、
持
戻
し
を
免
除
さ
れ
た
贈
与
不
動
産
の
受
贈
者
は
、
自
由
分
を
超
え
た
額
が
当
該
不
動
産
価
額
の

(10) 

半
分
以
内
で
あ
れ
ば
、
贈
与
不
動
産
を
保
持
し
て
他
の
共
同
相
続
人
に
金
銭
も
し
く
は
他
の
物
を
弁
償
す
れ
ば
よ
い
と
の
規
定
が
設
け
ら

―
―
一
度
改
正
さ
れ
る
）
。
し
か
し
、
そ
の
弁
償
額
の
算
定
基
準
時
は
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

で
は
、
農
業
経
営
資
産
の
細
分
化
を
防
ぐ
た
め
に
、
大
幅
に
こ
の
価
額
弁
償
規
定
が
拡
大
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
現
物
持
戻
し
を
免
除
し
て

な
さ
れ
た
不
動
産
も
し
く
は
農
業
経
営
資
産
の
贈
与
又
は
遺
贈
が
、
自
由
分
を
超
過
し
た
場
合
、
受
贈
者
又
は
受
遺
者
は
、
共
同
相
続
人

に
対
し
て
金
銭
等
を
弁
償
す
れ
ば
、
贈
与
も
し
く
は
遺
贈
物
を
保
持
し
う
る
と
さ
れ
た
（
旧
仏
民
法
八
六
六
条
）
。
し
か
し
、
こ
の
六
月

命
令
法
は
、
弁
償
額
支
払
い
の
条
件
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
十
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
細
か
い
規
定
を
設
け
た
も
の
の
、

一
九
六
一
年
―
―
一
月
一
九
日
法
は
、
右
の
一
九
三
八
年
六
月
命
令
法
の
趣
旨
を
農
業
経
営
資
産
の
み
な
ら
ず
さ
ら
に
商

業
・
工
業
お
よ
び
手
工
業
資
産
等
の
細
分
化
防
止
に
ま
で
及
ぼ
し
、
共
同
相
続
人
間
に
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
価
額
弁
償
額
を
分

(11) 

割
時
に
支
払
う
べ
し
と
明
規
し
た
（
旧
仏
民
法
八
六
六
条
三
項
）
。
分
割
の
時
に
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
分
割
時
に
評
価
さ
れ
る
と
は

明
規
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
項
に
よ
り
、
分
割
時
で
の
評
価
は
、

(12) 

額
の
算
定
基
準
時
を
遺
産
分
割
時
で
あ
る
と
判
示
し
、
こ
れ
が
、

生
じ
た
日
の
状
態
に
し
た
が
っ
て
分
割
時
に
お
け
る
贈
与
又
は
遺
贈
物
の
価
額
に
つ
い
て
計
算
さ
れ
る
と
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
（
現
仏
民
法
八
六
八
条
一
項
・
九
二
四
条
）
。
そ
の
立
法
趣
旨
は
、
遺
産
分
割
時
で
の
評
価
の
方
が
相
続
開
始
時
で
の
評
価
よ
り
も
、

算
定
基
準
時
に
つ
い
て
は
明
文
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
。

（
二
七
三
）

一
九
七
一
年
法
で
採
用
さ
れ
、
価
額
弁
償
額
は
、
無
償
譲
与
が
効
果
を

一
層
な
じ
み
や
す
い
も
の
と
な
っ
た
。
後
に
、
破
毀
院
は
、
価
額
弁
償

つ
い
で
、

一
九
三
八
年
六
月
一
七
日
命
令
法

れ
た
（
旧
々
仏
民
法
八
六
六
条
二
項
。
本
条
は
、

一
九
三
八
年
六
月
命
令
法
、

一
九
六
一
年
―
―
一
月
法
及
び
一
九
七
一
年
七
月
法
に
よ
り

ま
ず
、

(2) 

減
殺
目
的
物
の
評
価
基
準
時



共
同
相
続
人
間
の
平
等
を
よ
り
よ
く
果
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
並
ひ
に
、
現
物
に
よ
る
減
殺
と
価
額
に
よ
る
減
殺
の
差
を
な
く
す
も
の

(13) 

で
あ
る
な
ど
の
点
に
基
づ
い
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
最
高
裁
昭
和
五
一
年
八
月
―
―

-0日
民
集
―
―

-0巻
七

号
七
六
八
頁
判
決
が
遺
産
分
割
時
説
（
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
時
）
を
採
用
し
て
以
来
、
判
例
批
評
の
形
で

(14) 

は
あ
れ
、
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
学
説
は
、
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
る
前
に
は
相
続
開
始
時
説
を
採
る
も
の
が
わ
ず
か
に
み

(15) 

ら
れ
た
が
、
最
高
裁
判
決
後
は
遺
産
分
割
時
説
に
賛
同
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

(
1
)

マ
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
八

0
四
年
の
民
法
典
起
草
者
逹
が
、
原
則
と
し
て
の
現
物
減
殺
の
採
用
を
一
般
的
な
文
言
で
明
文
化
し
た
訳
で
は
な
い

が
、
現
物
減
殺
が
原
則
と
さ
れ
た
の
は
旧
仏
民
九
二
九
条
及
び
八
六
六
条
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
、
と
い
う
(
M
a
z
e
a
u
d
,
o
p
.
 
cit., 
1
9
8
0
,
 
n
°
9
4
1
,
 

p. 
2
5
1
)
。

(
2
)
M
a
z
e
a
u
d
,
0
p
.
 cit., 
1
9
8
0
,
 
n
°
9
4
4
,
 
p. 
2
5
3
.

な
お
贈
与
財
産
が
不
可
抗
力

(
p
a
r
c
a
s
 
fortuit)

に
よ
り
消
減
し
た
と
き
に
は
、
本
文
と

は
逆
に
そ
の
リ
ス
ク
は
、
遡
及
的
に
所
有
権
者
と
み
な
さ
れ
る
遺
留
分
権
利
者
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
3
)
M
a
z
e
a
u
d
,
 o
p
.
 
cit., 
1
9
8
0
,
 
n
。9
4
1
,
p. 
2
5
2
.
 

(
4
)
l
o
c
.
 cit., 

(
5
)
J
o
e
.
 cit., 

(
6
)
J
o
e
.
 cit.,

な
お
本
文
で
述
べ
た
こ
と
の
例
外
と
し
て
、
相
続
権
者
で
は
な
い
が
、
価
額
減
殺
を
受
け
る
者
、
あ
る
い
は
相
続
権
者
で
は
あ
る

が
、
現
物
減
殺
を
受
け
る
者
も
い
る

(Cf.
M
o
r
i
n
,
0
p
.
 
cit., 
n
°
6
8
,
 
p. 
5
0
)
。
た
と
え
ば
、
相
続
権
者
で
は
あ
る
が
相
続
放
棄
を
し
た
受
贈
者

が
、
贈
与
財
産
を
旗
渡
・
滅
失
し
た
と
き
に
は
、
価
額
減
殺
が
適
用
さ
れ
る

(
M
o
r
i
n
,
o
p
.
 
cit., 
n
0
6
9
,
 
p. 
5
1
)
。
あ
る
い
は
相
続
権
者
で
あ
る

受
贈
者
は
、
現
物
減
殺
を
受
け
る
こ
と
を
選
択
で
き
る

(
M
o
r
i
n
,
i
b
i
d
)
。

(
7
)
M
o
r
i
n
,
 o
p
.
 
cit., 
n
。70,
p. 
51.

な
お
、
本
文
以
外
の
場
合
に
も
、
価
額
減
殺
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
一
九
七
一
年
七
月
法
は
、
九

ニ
四
条
二
項
を
設
け
た
。
こ
れ
は
、
先
取
分
と
し
て
自
由
分
を
超
え
て
遺
贈
さ
れ
た
造
留
分
権
利
者
は
、
減
殺
部
分
が
自
己
の
遺
留
分
を
超
え
な

関
法

第
三
二
巻
第
二
号

六
四

（
二
七
四
）



特
別
受
益
と
遺
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

六
五

い
と
き
は
、
遺
贈
さ
れ
た
物
件
の
全
部
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
反
面
、
価
額
減
殺
を
負
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

A
.
B
二
人
の
子
、
が

お
り
、

A
に
被
相
続
人
の
死
亡
時
で
二

0
万
フ
ラ
ン
の
価
値
が
あ
る
不
動
産
、
並
び
に
一
五
万
フ
ラ
ン
の
価
値
が
あ
る
有
価
証
券
が
遺
贈
さ
れ
た
。

こ
の
他
に
被
相
続
人
は
、
二
五
万
フ
ラ
ン
の
財
産
を
残
し
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
自
由
分
の
計
算
上
の
遺
産
総
体
は
六

0
万
フ
ラ
ン
（
二

0
万
十

一
五
万
十
二
五
万
1
1
六
0
万
）
で
あ
る
（
仏
民
法
九
二

1

一
条
）
。
そ
の
三
分
の
一
が
自
由
分
で
、

A
.
B
各
々
の
遺
留
分
は
二

0
万
フ
ラ
ン
（
仏

民
法
九
一
三
条
）
。
遺
贈
財
産
の
価
額
（
三
五
万
フ
ラ
ン
）
は
、
自
由
分
（
二

0
万
フ
ラ
ン
）
を
超
え
る
が
、
し
か
し
超
過
額
（
一
五
万
フ
ラ
ン
）

は、

A
の
遣
留
分
よ
り
少
な
い
。
従
っ
て
、

A
は
新
九
二
四
条
二
項
に
よ
り
、
遣
贈
財
産
を
全
部
取
得
し
う
る
。
逆
に
、

B
は
価
額
減
殺
を
請
求

し
う
る
(
M
o
r
i
n
,
op. 
cit., 
n
°
7
2
,
 
p. 
5
3
)
。
そ
の
他
、
価
額
減
殺
が
適
用
さ
れ
る
湯
合
と
し
て
、

M
o
r
i
n
,
0
p
.
cit., 
n
°
7
0
,
 
p
p
.
 
5
1
 et 
5
2
 

参
照
。

(
8
)
A
n
d
r
e
 R
a
i
s
o
n
,
 o
p
.
 
cit., n•• 

44 et 
s., 
p. 
1
3
2
6
 e
t
 
s
 

(

9

)

多
数
説
に
属
す
る
学
者
と
し
て
、
た
と
え
ば

M
a
z
e
a
u
d
,
op. 
cit., 
1980, 
p. 
242. 
M
o
r
i
n
,
 op. 
cit., 
n
。67,
p. 
47.

が
あ
る
。

判
例
と
し
て
、

C
i
v
.

l"', 
16 j
u
i
n
 1
9
7
0
,
 
Bull. 
civ. 
I
,
 

n
。202,
p. 
164.

が
あ
る
。

(
1
0
)

本
文
で
述
べ
た
場
合
以
外
に
、
相
続
人
で
あ
る
受
贈
者
が
減
殺
を
受
く
べ
き
贈
与
財
産
を
保
持
し
う
る
場
合
と
し
て
、
贈
与
財
産
と
同
一
種
類

の
財
産
が
相
続
財
産
中
に
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
旧
仏
民
法
九
二
四
条
。
な
お
、
本
条
は
、
一
九
七
一
年
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
）
。

(
1
1
)

伊
藤
道
保
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
農
家
相
続
制
度
の
変
遷
（
昭
三
八
）
六
六
頁
参
照
。

(
1
2
)
C
i
v
.
,
 I•• 
sect. 
civ., 
1
2
 d
e
e
.
 
1
9
6
2
,
 
D. 1
9
6
3
.
 
2
1
7
,
 
n
o
t
e
 
R. S
a
v
a
t
i
e
r
.
 

事
案
並
び
に
判
旨
は
、
二
人
の
子
を
残
し
て
死
亡
し
た
被
相
続
人
（
遺
言
者
）
が
、
子
の
一
人
に
自
由
分
を
超
え
る
遺
贈
を
行
な
っ
て
い
た
場

合
、
受
遺
者
が
支
払
う
必
要
の
あ
る
価
額
弁
償
額
は
、
遺
産
分
割
の
日
に
計
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

(
1
3
)
M
a
z
e
a
u
d
,
 o
p
.
 
cit., 
1
9
8
0
,
 
n
°
9
5
5
,
 
p. 
259. 

(

1

4

)

最
高
裁
昭
五
一
・
八
・
―
―

-0判
決
の
評
釈
・
解
説
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
伊
藤
昌
司
・
家
族
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）
（
昭
五
五
）

二
六
四
頁
以
下
、
辻
朗
・
法
律
時
報
四
九
巻
六
号
（
昭
五
一
一
）
―
-
七
頁
以
下
、
内
田
貴
・
法
学
協
会
雑
誌
九
五
巻
一
ー
一
号
（
昭
五
一
―
―
)
六

0
四
頁
、

高
木
多
喜
男
・
判
例
評
論
（
判
時
八
四
一
号
）
ニ
―
八
号
（
昭
五
二
）
1

1

一
頁
以
下
、
高
橋
忠
次
郎
・
専
修
大
学
論
集
二
六
号
（
昭
五
二
）
一
五

七
頁
、
川
口
富
男
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
二
六
号
（
昭
五
一
）
七
八
頁
、
谷
口
知
乎
・
昭
和
五
一
年
度
重
要
判
例
解
説
（
昭
五
二
）
八
九
頁
以
下
、
宮

井
忠
夫
・
民
商
法
七
七
巻
一
号
（
昭
五

1

一
）
九
九
頁
以
下
、
田
中
恒
朗
・
判
例
ク
イ
ム
ズ
三
四
二
号
（
昭
五
二
）
八
八
頁
以
下
、
他
。

（
二
七
五
）



し
な
が
ら
、

も
っ
と
も
よ
く
は
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
基
づ
く
。

つ
ま
り
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
評
価
基
準
時
を
統
一
す
る
必
要
は
な
く
、

前
章
で
は
、

関
法

五

私

第
三
二
巻
第
二
号

フ
ラ
ン
ス
及
び
わ
が
国
で
評
価
基
準
時
が
問
題
と
な
る
四
つ
の
場
合
を
紹
介
し
、

こ
の
四
つ
の
う
ち
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
つ
い
て
の
み
相
続
開
始
時
で
評
価
し
、
他
は
全
て
遺
産
分
割
時
（
具
体
的
に
は
、

(
1
)
 

共
同
相
続
人
が
遺
産
を
分
割
し
、
所
有
権
を
取
得
す
る
日
に
で
き
る
限
り
接
近
し
た
日
）
に
評
価
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
こ
ろ

で
、
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
・
通
説
・
判
例
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
遺
留
分
算
定
の
た
め
に
基
礎
財
産
を
評
価
し
、

分
割
を
行
な
う
た
め
に
分
割
対
象
財
産
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
二
重
の
評
価
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
通
説
は
、

(
2
)
 

異
な
る
時
点
で
の
二
重
評
価
が
実
務
に
お
い
て
困
難
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
二
重
評
価
を
正
当
で
あ
る
、
と
解
し
て
い

る
。
そ
の
理
由
は
、
遣
留
分
侵
害
の
有
無
を
知
る
に
は
相
続
開
始
時
が
最
も
確
実
で
あ
る
こ
と
、

取
得
す
る
と
き

i
し
か
も
相
続
開
始
時
か
ら
時
間
的
に
隔
っ
た
時
期
で
あ
る
遺
産
分
割
時
ー
に
こ
そ
、
共
同
相
続
人
間
の
衡
乎
化
が

評
価
基
準
時
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
の
設
け
ら
れ
た
趣
旨
に
応
じ
て
個
々
具
体
的
に
決
定
さ
れ
れ
ば
よ
い
、

遺
留
分
算
定
も
、
結
局
は
、
遺
産
分
割
時
に
お
け
る
争
い
の
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
か
ら
分
割
時
に
評
価
す
れ
ば
よ
い
、

そ
こ
で
最
後
に
、
こ
の
評
価
基
準
時
を
何
時
に
求
め
る
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

`~ し
カ

フ
ラ
ン
ス
の
少
数
説
は
、
す
で
に
述
ぺ
た
（
前
述
五
二
頁
）
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
二
重
評
価
を
あ
え
て
す
る
必
要
は
な
く
、

と
す
る
。

と
い
っ
て
も
ま
だ
確
信
の
も
て
る

見

(
1
5
)

島
津
一
郎
・
中
川
監
修
註
解
相
続
法
（
昭

1

一
六
）
四
七
0
頁
、
磯
村
哲
・
中
川
編
註
釈
相
続
法
（
下
）
（
昭
三

0
)
ニ
七
三
頁
。

福
島
地
判
昭
三
九
・
九
・
ニ

0
下
民
一
五
巻
七
号
一
八
四
二
頁
が
あ
る
。

六
六

（
二
七
六
）

判
例
と
し
て
は
、

か
つ
、
現
実
に

ま
た
、
共
同
相
続
人
が
実
際
に
財
産
を

フ
ラ
ン
ス
の
立
法
・
通
説
・
判
例
は
、



特
別
受
益
と
遣
留
分
減
殺
に
関
す
る

1

考
察

題
に
な
っ
た
最
高
裁
昭
和
五
一
年
八
月
―
―

10日
判
決
で
は
、

も
の
で
は
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
の
筆
者
の
考
え
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
結
局
、
形
の
う
え
で

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
・
判
例
・
通
説
と
同
様
、
特
別
受
益
の
持
戻
し
及
び
現
実
の
遺
産
分
割
に
つ
い
て
は
遺
産
分
割
時
、
遺
留
分
算
定

に
つ
い
て
は
二
本
立
て
で
、
基
礎
財
産
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
相
続
開
始
時
、

六
七

い
て
は
遺
産
分
割
時
に
す
べ
き
だ
と
思
う
。
も
と
も
と
は
、
す
べ
て
を
遺
産
分
割
時
で
評
価
す
ぺ
し
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
少
数
説
の
考
え

方
に
魅
力
を
感
じ
る
。
そ
の
理
由
は
、
相
続
開
始
か
ら
分
割
・
清
算
ま
で
長
い
年
月
が
か
か
る
と
い
う
現
実
に
基
づ
く
。
た
と
え
ば
、
遺

留
分
算
定
の
た
め
の
基
礎
財
産
の
評
価
基
準
時
が
問
題
と
な
っ
た
最
高
裁
昭
和
五
一
年
三
月
一
八
日
判
決
の
事
案
で
は
、
相
続
開
始
後
一

八
年
ニ
ヶ
月
を
経
て
最
高
裁
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
（
第
二
審
ま
で
で
も
一
六
年
八
ヵ
月
）
。
ま
た
、
価
額
弁
償
額
の
算
定
基
準
時
が
問

一
八
年
九
カ
月
ほ
ど
か
か
っ
て
い
る
（
第
二
審
ま
で
で
も
一
七
年
強
）
。

ラ
ン
ス
で
も
同
様
に
、
争
い
と
な
っ
た
場
合
、
具
体
的
に
判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で
相
続
開
始
後
、
長
年
月
か
か
っ
て
い
る
。

う
な
物
価
変
動
の
激
し
い
時
に
、

よ
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
け
れ
ば
、
長
年
月
に
亘
っ
て
共
有
状
態
が
継
続
し
て
も
、
そ
れ
で
よ
い
が
、
争
い
の
あ
る
場
合
、
今
日
の
よ

と
り
わ
け
土
地
価
額
の
上
昇
時
に
お
い
て
、
当
事
者
の
意
識
は
、
相
続
処
理
の
最
終
的
段
階
、
す
な
わ

ち
、
現
実
に
遺
産
の
分
割
が
問
題
に
な
っ
た
時
に
こ
そ
、
財
産
が
評
価
さ
れ
、
衡
乎
化
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
、
相
続
人
間
の
衡
乎
と
い
う
、

贈
与
ま
た
は
遺
贈
さ
れ
た
財
産
の
う
ち
、

フ

い
ず
れ
に
せ

い
わ
ば
、
財
産
を
も
ら
う
側
の
立
場
の
み
で
な
く
、
取
引
の
安
全

す
な
わ
ち
財
産
を
持
戻
さ
れ
た
り
、
遺
留
分
減
殺
の
結
果
、
財
産
を
返
還
さ
せ
ら
れ
る
側
の
事
情
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

い
ず
れ
を
、
持
戻
し
な
い
し
返
還
せ
し
め
る
か
は
、
ま
ず
相
続
開
始
時
に
お
い
て
定
め
て
お
く

こ
と
が
、
取
引
の
安
全
上
必
要
で
は
な
い
か
。
相
続
開
始
後
七
、
八
年
も
経
っ
て
、
新
た
に
持
戻
し
な
い
し
返
還
を
要
求
さ
れ
た
の
で
は
、

甚
だ
困
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
第
一
、
遺
留
分
減
殺
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
短
期
消
減
時
効
が
、
民
法
一

0
四
二
条
に
よ
り
、
相
続

（
二
七
七
）

つ
い
で
価
額
弁
償
額
算
定
の
た
め
の
目
的
物
の
評
価
に
つ



四
し
か
し
、
特
別
受
益
の
持
戻
し
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な

1

一
回
評
価
の
必
要
性
の
問
題
は
出
て
こ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
何
が
特
別
受

益
と
し
て
持
戻
さ
れ
る
べ
き
財
産
で
あ
る
か
は
、
そ
の
贈
与
・
遺
贈
の
性
質
、
目
的
か
ら
、
相
続
開
始
時
、
現
実
に
は
受
益
財
産
を
知
っ

た
時
に
お
い
て
、
す
で
に
定
ま
っ
て
お
り
、
額
を
評
価
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

物
な
ら
、
当
該
財
産
を
持
戻
せ
ば
足
り
よ
う
。
た
だ
、
も
し
も
金
銭
で
持
戻
す
と
き
は
、
相
続
開
始
時
な
い
し
受
益
財
産
を
知
っ
た
と
き

で
は
な
く
、
分
割
時
で
の
価
額
で
持
戻
す
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
、
徹
底
し
て
分
割
時
説
を
強
調
す
る
フ
ラ
ソ
ス
の
少
数
説
に
非
常
に
魅
力
を
感
じ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、
減
殺
す
べ
き
特
定
の
財
産
が
決
ま
る
の
は
、
贈
与
又
は
遺
贈
さ
れ
た
財
産
を
含
め
て
総
財
産
が
評
価
さ
れ
、
共
同
相
続

人
の
相
続
分
額
ま
で
評
価
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
結
局
、
事
実
上
は
遺
産
分
割
の
時
で
は
な
い
か
。
そ
う
な

る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
減
殺
す
べ
き
特
定
財
産
を
相
続
開
始
時
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
評
価
し
た
時
点
、

よ
い
調
整
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
受
贈
者
・
受
遺
者
が
現
物
返
還
で
は
な
く
、
、
価
額
返
還
を
望
む
と
き
は
、
相
続
開
始
時
の
価
額
で
は
な
く
、
分
割

時
の
評
価
額
、
た
と
え
ば
先
ほ
ど
の
例
で
一

0
0
0万
円
と
み
る
。
こ
れ
が
、
受
贈
者
・
受
遺
者
と
、
相
続
人
間
の
衡
平
を
は
か
る
最
も

は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

に
は
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
時
点
で
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

開
始
後
、
遺
留
分
侵
害
を
知
っ
た
時
か
ら
進
行
す
る
の
で
、
遺
産
分
割
時
に
評
価
す
れ
ば
、
時
効
の
起
算
点
が
混
乱
し
て
し
ま
う
。
し
た

が
っ
て
、
遺
留
分
減
殺
の
基
礎
財
産
の
評
価
は
、
相
続
開
始
時
点
で
行
な
い
、
返
還
さ
れ
る
べ
き
財
産
を
含
め
て
、
遺
産
分
割
す
る
と
き

留
分
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
あ
る
特
定
財
産
の
返
還
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
れ
が
現
物
返
還
さ
れ
れ
ば
問
題

-
0年
も
経
っ
て
か
ら
分
割
さ
れ
た
と
し
て
、
価
額
変
動
の
有
無
を
問
わ
ず
、
返
還
目
的
物
は
、
当
該
財
産
に
限

関
法

第
三
二
巻
第
二
号

つ
ま
り
、
相
続
開
始
時
点
で
あ
る
相
続
人
に
つ
き
五

0
0万
円
の
遺

-
0年
も
た
っ
て
分
割
さ
れ
る
と
し
て
も
、
現

つ
ま
り
事
実
上
は
遺
産
分
割
の

六
八

（
二
七
八
）



(

1

)

 

(

2

)

 

特
別
受
益
と
遣
留
分
減
殺
に
関
す
る
一
考
察

時
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
迷
っ
て
い
る
。
今
後
の
検
討
課
題
に
し
た
い
。

（
本
稲
は
、
昭
和
五
五
年
私
法
学
会
で
報
告
し
た
テ
ー
マ
と
同
一
で
あ
る
）
。
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